
Ⅳ 学 校教育支援専攻 (修士課程)

1 ア ドミッションポリシー

本専攻は、①学校のみならず家庭や社会の中で問題行動を繰 り返す児童生徒や障害のある児童生徒につ

いて、臨床心理学的な観点や教育学的、生理学的観点等から分析、理解を深めるとともに、児童生徒の 「′心

の教育」や 「′いの健康の向上」をめざして、専門的知見に裏づけられた対応能力を身につけ、メンタルヘ

ルスや特別支援教育のスペシャリス トとしての資質の育成、②外国人児童生徒及び海外からの帰国児童生

徒に対し、適切な指導助言を含む日本語教育の支援を行 う能力を養 うとともに、地域社会の外国人の支援

や国際理解教育及び国際交流を推進する能力の育成を目的としています。

このため、各専修では、以下のような人を求めています。

(1)教 育臨床心理専修

教育臨床心理専修は、現代人の抱える心の病気、家庭 ・学校 ・社会にみられる子どもの教育的、臨床

的諸問題を教育臨床心理学の視点から理解し、分析し、その解決法を修得していきます。また日常の生

徒指導・教育相談場面において遭遇する具体的な問題に対処するための専門的な心理学的臨床的対応能

力を育成 します。あわせて、障害児に関する教育学的、心理学的、生理学的な理解を深めるとともに、

障害児の発達を支援するための専門的能力を養います。

したがつて、本専修では次のような人を求めています。

臨床心理士の資格取得をめざしている人

心理学の専門的な知識と技術を身につけた教員をめざしている人

特別支援教育の専門的な知識と技術を身につけた教員をめざしている人

心理学または特別支援教育の研究に強い向上′卜をもつている人

(2)日 本語支援教育専修

国内外における日本語支援が高まりを見せています。国内の学校教育の現場においては、外国人児童

生徒および帰国児童生徒が増加 しており、生活指導 ・教科指導のための日本語支援能力を身につけた教

員が必要になっています。急増する在住外国人に対する日本語支援も日本社会の重要な課題です。海外

における日本語学習者支援の需要も増える一方です。日本語支援専修では、全国的にも稀な幅広い領域

の教育内容を提供する中で、このような国内外のニーズに応えうる日本語支援教育専門家を養成します。

したがつて、本専修では次のような人を求めています。

ア

イ

ウ

エ

ア . 外国人児童生徒および帰国児童生徒に対する生活指導 ・教科指導のための日本語支援に必要な

知識 ・能力を身につけたい人

学校教育以外の場においても在住外国人への日本語支援を行いうる知識 ・能力を身につけたい

人

海外においても日本語教育に従事し、日本文化の発信に寄与できる力を養いたい人

世界各地域の言語 ・文化について学ぶことにより、多文化理解の素地を身につけ、学校教育現

場における国際理解教育の推進、また広く国際交流に貢献できる力を身につけたい人

外国人留学生で帰国後日本語教師として活躍したい人

イ.

ウ。

ライト.
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2 専 攻 コ専修及び募集定員

専  攻 専 修 分  野 募集定員

学校教育支援

教育臨床

心理
臨床心理学、教育心理学、発達心理学、特別支援教育

若干名
ネ

日本語支援

教育
言語教育、言語文化、言語心理、国際文化、文化共生

備考 t* 募 集定員は、平成 20年度宮崎大学教育学研究科 (修士課程)学 校教育専攻の教育臨床心理専修及び

日本語支援教育専修の合格者で、学校教育支援専攻の各専修への入学の意思を示している者を除く。

(1)上 記募集定員には、外国人留学生も含む。

(2)募 集定員全体の 3分 の 1程 度は、現職教員等 (現に学校または教育諸関係機関に専任 として在職

している者で、入学時までに 3年 以上の教職経験を有し、現職のまま修学を希望する者)の 受入

れ枠とする。

3 出 願資格

出願できる者は次のいずれかに該当する者とする。

(1)大 学を卒業した者及び平成 20年 3月 卒業見込みの者

(2)学 校教育法第 68条 の 2第 4項 の規定により学士の学位を授与された者及び平成 20年 3月 までに授

与見込みの者

(3)外 国において、学校教育における 16年の課程を修了した者及び平成 20年 3月 までに修了見込みの

者

(4)外 国の学校が行 う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における 16年の課程を修了した者及び平成 20年 3月 までに修了見込みの者

(5)文 部科学大臣の指定した者 (昭和 28年 2月 7日 文部省告示第 5号 )

(「教育職員免許法による小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若 しくは特別支援学校教諭

の専修免許状または 1種免許状を有する者で 22歳 に達した者」などである。)

(6)我 が国において、外国の大学の課程 (その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課程を修了

したとされるものに限る)を 有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教

育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び平成 20年 3月 まで

に修了見込みの者

(7)学 校教育法第 67条 第 2項 の規定により大学院に入学した者であつて、本研究科において、大学院に

おける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(8)外 国において学校教育における 15年の課程を修了した者であつて、本研究科において、所定の単位

を優れた成績をもつて修得したものとして認めた者

(9)本 研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で、22歳 に達した者

(注)出願資格 (7),(8)及び(9)による出願希望者は、出願資格に関する事前審査を行 うので、平成 19年 12

月 27日 (木)までに、教育文化学部教務厚生係 (TEL 0985-58-2891)へ事前審査を希望する旨を申し

出ること。なおこの期限内に申し出がない場合は、願書を受け付けないことがあるので注意するこ

と。
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4出 願書類等(各選抜方法による出願書類一覧)

出願書類等の名称
本  学

所定の

様  式
留 主思 点

各選抜方法による出願書類

一
般

外国人

留学生
現職教員等

入 学 志 願 書

5

・*印 以外の所定の欄は、全て記入すること。
・写真 (4cm×3cm)は、上半身、脱帽、正面向き

で、出願前3カ月以内に撮影したものを貼付するこ

と。

○ ○ ○

受 験 西
示

成 績 証 明 書 出身大学長又は学部長等が作成したもの。 ○ ○ ○

了
了

修
修

業
業
卒
卒

証 明書又は

見込証 明書
出身大学長又は学部長等が作成 したもの。 ○ ○ ○

は

し

又

写鴨
の
証
ト
録

一蛇ポ
国

ス

外
パ

在留資格、在留期間を明示したもの。 ○

教育職員免許状授与証明書
又は教育職員免許状の写し

免許状を授与した都道府県教育委員会が作成した

もの。
該 当 者

研 究 計 画 書 本学所定の用紙によること。 ○ ○ ○

び
等
及
鮪
書

・

鋼

・論文
業
告究
魏
研
研

7

現職教員等で、教育現場における教育 ・研究業績
等の審査をもつて、学力検査筆記試験 (専門科
目)の 代替措置を希望する場合は、本学所定の様
式により研究業績調書を提出すること。その際
は、研究業績調書に記載した研究報告 ・論文 ・作
品等 (原本又は写し)を 添付すること。 「5選 抜
方法の (3)現職教員等の選抜方法の学力検査科
目」を参照のこと。

○
(代替措置の希望者のみ)

受 験 承 諾 書

大学院に在籍 している者は、在籍 している大学院
の学長又は研究科長の受験承諾書。

該 当 者

8
現に学校及び教育関係諸機関に専任として在職 し

ている者で現職のまま入学を希望する者は、本学

所定の様式により、所属長の作成 した受験承諾書
と、県立学校教員等については県教育長、市町村
立学校教員等については市町村教育長の承諾書を

併せて提出すること (1年次フルタイム方式及び大

学院修学休業制度の場合は、市町村立学校教員等
でも県教育長の承諾書が必要)。

様

　

　

式

フ 1

ル

夕年

イ
ム次

夜

　

　

間

休大

業学
制院
度修
学

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

(県立

学校は

不要)

○

(県立

学校は

不要)

払込証明書賄付台紙
本学所定の用紙に検定料払込証明書 (C票 )を 貼

付すること。
○ ○ ○

あ て 名 西
本

本要項に添付の用紙に合格通知及び入学手続書類
を受け取る際の住所 ・氏名 ・郵便番号を記入する
こと。

○ ○ ○

受 験 票 返 信 用 封 筒

本学所定の封筒によること (出願者には受験票を

送付するので、住所 ・氏名 ・郵便番号を明記のう
え、350円切手 (速達)を 貼付すること)。

但し、出願書類を持参する者は不要。

郵 送 者 の み

料
＞円

定

００

検

０

学

０

入
＜

本要項に添付の振込用紙 (学校教育支援専攻用)
を使用し、検定料 (30,000円)を 納付すること。
なお、出願書類受理後は、いかなる理由があって

も返還しない。ただし、次の場合は検定料の返還

請求ができます。①出願書類等を提出しなかつた

又は出願が受理できなかった場合②検定料を誤つ

て二重に振り込んだ場合

○

○

(国 費外

国人留学生

は不要 )

○

日本留学試験成績
通知書の写し※

日本留学試験成績通知書の写しは、いかなる理由
があつても返還しない。

○

(日本語文

援教育専修

志願者の

み)

※ た だし、 「日本留学試験」が受験不可能な国においては、 「日本語能力試験」 1級 の合格認定書で代替できる。
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5  選 抜方法

(1)一 般の選抜方法

入学者の選抜は、学力検査〔筆記試験及び日述試験〕及び出身大学の成績証明書の結果を総合して行う。

学力検査科目

専

攻
専  修 領 域

筆記試験
口述試験

外国語科 目 専 門 科 目

学

校

教

育

支

援

教 育 臨 床 心 理

臨 床 心 理 学
○英語

○ドイツ語

①フランス語

○中国語

(1科 目選択)

〔辞書の持ち込み

については、1冊の

みとする。ただし電

子辞書は不可〕

臨床心理学 I

臨床心理学Ⅱ

主として専攻 ・

専修に関わる内

容について試問

する。

教 育 心 理 学 教 育 心 理 学

特別支援教育 特別支援教育

日本語支援教育 日本語教育学

注!(1)入 学志願書の筆記試験の受験科目欄に、受験する科目名を記入すること。

(2)教 育臨床心理専修臨床心理学領域の「臨床心理学工」では、臨床心理学を学ぶ上で必要な英語力を試験する。

(辞書の持ち込みは不可)

(2)外 国人留学生選抜方法
※

入学者の選抜は、学力検査〔筆記試験及び口述試験〕及び出身大学の成績証明書の結果を総合して行う。

学力検査科目

専

攻
専  修 領 域

筆記試験
日述試験 面 接

専 門 科 目

学

校

教

育

支

援

教 育 臨 床 心 理

臨 床 心 理 学
臨床心理学

臨床心理学

I

II

主として専攻・専

修に関わる内容

について試問す

る。

志願者の就学条

件である、研究意

欲・研究能力・日

本語の会話能力

を判定する。

教 育 心 理 学 教 育 心 理 学

特別支援教育 特別支援教育

日本語 支援 教 育 日本語教育学

※ 日本の国籍を有しない者であっても日本の大学を卒業した者(卒業見込みの者)については、この選抜に含まない。

注:(1)筆 記試験を課す専修の志願者は、入学志願書の専門科目欄に、受験する科目名を記入すること。

(2)教 育臨床心理専修臨床′い理学領域の「臨床″心理学工」では、臨床″心理学を学ぶ上で必要な英語力を試験する。

(辞書の持ち込み不可)

(3)筆 記試験の解答は、日本語とする。ただし、教育臨床心理専修については、日本語または英語とする。

(4)口 述試験は、日本語とする。

(5)面 接は、日本語で行う。

(6)日 本語支援教育専修の志願者は、「日本留学試験」の結果の報告を義務づける。(ただし、「日本留学試験」が受験

可能な国においては、「日本語能力試験」1級の合格認定書で代替できる。)
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(3)現 職教員等の選抜方法

入学者の選抜は、学力検査〔筆記試験及び口述試験〕及び出身大学の成績証明書の結果を総合して行う。

ただし、教育現場における教育・研究実践の研究業績をもつて、学力検査筆記試験 (専門科目)と代替する

ことができる。

<学 力検査筆記試験 (専門科目)を 受ける場合>

学力検査科目

専

攻
専  修 領  域

筆記試験
日述試験

専 門 科 目

学
校
教
育
支
援

教 育 臨 床 心 理

教 育 心 理 学 教 育 心 理 学

主として専攻・専修

に関わる内容につ

いて試問する。

特 別 支 援 教 育 特別支援教育

日本 語 支 援 教 育 日本語教育学

注:(1)入学志願書の筆記試験の受験科目欄に、受験する科目名を記入すること。

<学 力試験 (専門科目)の 代替措置を希望する場合>

教育現場における教育 ・研究実践の研究業績等をもつて、学力検査筆記試験 (専門科目)の 代替を希望

する場合は、次の学力検査 (日述試験)及 び研究業績等 (志望する専攻 ・専修に関するもの)の 審査を行

う。以下に示す必要書類を願書出願先に提出すること

学力検査科目

学力試験 (口述試験) 研究業績書等の審査 (必要書類)

主として専攻 ・専修にかかわ

る内容について試問する。

審査の対象とする研究業績等 (研究報告 ・論文 ・作品等)に つ

いては、次のとおりとする。

(1)著 書、公開された作品等

(2)学 会誌、研究機関等の研究紀要、その他雑誌等に掲載され

た論文

(3)地 区研究会、県 ・文部科学省等の指定研究発表会、その他

教育 ・教科等の研究会における研究報告

(4)そ の他これに準ずるもの

注 :審査の対象となる研究業績等は、本学所定の研究業績調書に、「著書」、「論文」、「研究報告」、「教育実践、記録 口報

告」及び 「作品等」に区分のうえ、個々の業績の題目・概要 (200字以内)等 を記栽し、それらの原本または写しを

提出すること。なお、研究業績等の内容が志望する専修の研究領域にふさわしくなかつたり、所定の様式が守られて

ない場合には、評価の対象とならないので注意すること。
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6 現 職教員等の教育方法について

現職教員等の特例による教育方法について

現職教員等に対しては、より高度の教育を受ける機会を拡大するための措置として、所轄教

育委員会及び学校法人等の適用希望に基づき、大学院設置基準第 14条 (「大学院の課程におい

ては、教育上特別の必要があると認められた場合には、夜間その他特定の時間または時期にお

いて授業または研究指導の適当な方法により教育を行 うことができる。」)に 定める教育方法の

特例措置を適用することができる。

特例による教育方法は、 2年 次のみに適用する 「1年次フルタイム方式」と、 1・ 2年 次に

わたって適用する 「1・2年 次とも夜間等の授業を履修する方式 (夜間方式)」の 2方 式とする。

なお、 2方 式について専修により内容が異なりますのでご留意ください。

「1年次フルタイム方式」

①  l年 次にあたっては、現職を離れて、昼間に開講される授業を履修するとともに研究指導

を受けるものとする。

② 2年 次にあっては、在職校等に勤務しながら、研究科の指定した時間または時期等 (通常

の授業時間及び夜間、夏季 ・冬季の休業期間等)に 通学し、課題研究 6単 位を含め課程修了

に必要な残 りの単位を修得するとともに、修士論文を作成するものとする。

③ 2年 次には、指導教員の承諾を得て、夜間方式の授業も履修することができるものとする。

「1・ 2年 次とも夜間等の授業を履修する方式 (夜問方式)」

①  l・ 2年 次とも、原則として、夜間 (1・2時 限 :18時 20分～19時 50分、3・4時 限 :20

時 00分～21時 30分 )、夏季 ・冬季の休業期間中及び土曜日の午後に開講される授業を履修

するとともに研究指導を受け、課程修了に必要な 32単位を修得するものとする。そのうち

課題研究の 6単位は2年 次において修得するとともに、修士論文を作成するものとする。

② 指 導教員の承諾を得て、昼間 (通常の時間帯)の 授業 (体業期間中の集中講義を含む)も

履修することができるものとする。

大学院修学休業制度による教育方法について

上記の(1)の他に、平成 13年度より教育公務員特例法等の
一部を改正する法律による大学院修

学休業制度 (「1種免許状または特別免許状を所持する者は、任命権者の許可を受けて、専修免

許状を取得するため 1年 を単位とする3年 を超えない期間、国内外の大学院へ在学し、研修を行

うための休業をすることができる。」)を 適用することができる。

大学院修学休業制度による教育方法は、「1・ 2年 次フルタイム方式」とする。
いずれの方式も、所定の休業中、身分を保有しながら現職を離れて、通常の時間帯に開講され

る授業を履修するとともに研究指導を受け、課程修了に必要な 32単 位を修得するものとする。

そのうち課題研究の 6単位は 2年次あるいは3年 次において修得するとともに、修士論文を作成

するものとする。

授業の夜間開講について

現職教員向けの夜間の授業は昼間とは別立てで開講される。学校教育支援専攻の全ての専修は、

昼間は毎年開講、夜間は奇数年 ・偶数年に2区 分される隔年方式で開講される。

また、共通科目に関しては夜間ともに毎年開講される。
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7 取 得可能な教員免許状 (専修免許状)

本専攻において取得可能な専修免許状は、次のとおりである。ただし、専修免許状の所要資格を得ようとす

る場合は、取得しようとする専修免許状 (中学校教諭及び高等学校の専修免許状については、その免許教科)

の1種免許状を有することが必要である。

専攻 専  修

取 得 可 能 な 専 修 免 許 状

種 類 教 科

学

校

教

育

支

援

教育臨床心理

日本語支援教育

小学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、技術、家庭、英語

高等学校教諭専修免許状
国語、地理歴史、公民、数学、理科、音

楽、美術、保健体育、工業、家庭、英語

幼稚園教諭専修免許状

特別支援学校教諭専修免許状 (注)

(注)専 修免許状に必要な特別支援教育関係科目と特別支援教育課題研究をあわせて 24単 位修得 した者
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